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 (1) 協議事項 

池田市地域公共交通計画（案）について 
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討論内容 

１．池田市地域公共交通計画（案）について 

委    員 ： 課題として外出を諦めている層が存在していることが挙げられており、その中に

子育て世代も含まれている。外出を諦めている子育て世代に対する施策はどこに

盛り込まれているか。 

また、アンケート結果から、特に高齢者の公共交通維持に対する意識が低いこと

を踏まえると、高齢者の意識醸成に係る施策についての記載が弱い印象を受け

る。 

事  務  局  ： 子育て世代の外出支援は、現行の施設循環福祉バスで妊産婦も対象としており、

施設循環福祉バスの見直しの中で引き続き支援できる形を検討する。 

高齢者の意識醸成については、HPや広報のほか、スマホ教室などの場を活用し、

公共交通の現状や維持に係る厳しい状況に関して情報発信を行っていく。 

委    員 ： 現在の計画書では、そのような意図が読み取れないため、もう少し丁寧に記述す

れば市民にも理解いただけるのではないか。 

事  務  局 ： ご指摘を踏まえて対応を検討する。 

委    員 ： 自家用車での市外流出への対策として、交通の視点に加え、中心市街地の活性化

等のまちづくりの視点からも対策を検討することが必要だと考える。 

事  務  局 ： まちづくりとの連携も考慮しているような対応を検討する。 

委    員 ： 「阪急沿線アプリ」はまだ完成形ではないため、それが伝わる記載に変更いただ

きたい。 

また、MaaS は広域に関わる施策であるため、池田市や阪急グループだけでできる

ものではなく、他の事業者や周辺自治体も含めた様々な主体が連携して取り組む

必要があると考える。万博に向けて関西 MaaS も検討されているので、そのよう

な動きを見ながら取り組むことが望ましい。 

事  務  局 ： 了解した。 

委    員 ： 施設循環福祉バスと路線バスが一部区間で競合している中で、アンケート結果で

は「他に使える交通手段があるが無料なので利用している」と回答した方が 25%

おり、事業者の立場からすれば、無料での運行について見直していただきたい。 

移動に限らずサービスを受ける場合は受益者負担が原則であり、運賃負担を軽減

すべき方に限定して、運賃助成や免許返納者への助成制度を行うといった形で検

討いただきたい。 

また、施設循環福祉バスの代替交通として AI オンデマンド交通など様々な手段

を検討しているが、導入による効果などが分かるイメージがあれば、市民にとっ

ても分かりやすいのではないか。 

事  務  局 ： 施設循環福祉バスは福祉機能と交通機能を併せ持つので、整理を進めていく中で

料金についても検討する。 

委    員 ： デマンド交通は他都市でも取り組んでいるので、検討していく中では連携なども

含めて相談させていただきたい。 



事  務  局 ： その際にはご相談させて頂くので、よろしくお願いしたい。 

委    員 ： 現在策定中の第 7次総合計画の中で“市民主体のまちづくり”が掲げられてい

る。しかし、地域公共交通計画の中では市民が主体的に関わるような内容が少な

いと感じた。 

事  務  局 ： 市民参画に係る観点がもう少しわかるよう修正を検討する。 

委    員 ： バス利用者がバス停以外の場所でも乗降できる運行方法は、将来的に考えること

は可能か。 

委    員 ： 地方ではフリー乗降が実施されている地域もあるが、交通安全の観点から池田市

のような都市部では難しい。 

新 田 会 長 ： デマンド交通などの新たな交通の導入検討の中で、バス停間隔を短くする等利用

しやすい方法を検討いただきたい。 

事  務  局 ： 施設循環福祉バスを見直していく中で検討したい。 

委    員 ： 鉄道利用者の目標値について、15年後にコロナ禍前の利用者数とすることを掲げ

ているが、人口動態の影響もあるため、この目標値を達成するのは厳しいのでは

ないか。 

事  務  局 ： 目標値の考え方としては、将来的な人口減少も想定しているが、今後立地適正化

計画なども踏まえて拠点への集積や誘導を図っていくという観点から、拠点にお

ける利用者数は現状の水準を維持していく必要があると考えている。ただし、5

年ごとに計画を見直すこととしており、そのタイミングで議論しながら、必要に

応じて見直していきたい。 

委    員 ： バスの種類（低床、高床）など、取り組んでいく方針が決まってくれば、バリア

フリーなどについて道路管理者としてできることは協力させてもらう。 

新 田 会 長 ： 個々の交通手段の改善とともに、新しい交通手段やサービスの実施がこの計画の

中で謳われているので、個々の交通事業やサービス提供等は引き続き推進してい

ただきたい。 

また、MaaS は個々の交通手段だけでなく、地域施設や団体を繋ぐものにもなる。

その連携のあり方についても計画の中でも記載されており、今後は連携の具体化

を追求することが必要になると考える。 

加えて先程板谷委員から意見があったように、市民が主体となって公共交通を盛

り上げていけるように意識向上が図られれば良い。 



 

 

 

令和 4年 2月 25 日 

池田市地域公共交通会議会長 新田 保次 

３．閉会 

事  務  局  ： 今回の協議を踏まえ、修正等を行った上で、2月 28 日（月）から 3月 21 日

（月）までパブリックコメントを実施する予定である。パブリックコメントで出

てきた意見に対しては、計画に反映する必要があるものについては反映した上

で、委員の皆様には書面にて報告し、ご意見を伺うこととする。なお、意見及び

修正内容が軽微な場合は、会長専決とする。 


